
2・5 海洋汚染防止対策 
 

2・5・1 船底防汚塗料に含まれる禁止物質の追加 

 

船底に使用される防汚塗料は、2001 年に採択された有害防汚方法規制条約（AFS 条約）

により、TBT（トリブチルスズ）などの有機スズ化合物の使用が禁止されている。2017 年 7 月の

第 71 回海洋環境保護委員会（MEPC71）において、AFS 条約に基づく禁止物質に、新たにシ

ブトリン（通称イルガロール）を追加することが提案された。 

これを受け、2018 年 2 月に開催された第 5 回汚染防止・対応小委員会（PPR5）において、

AFS 条約の改正プロセスの一環として、シブトリンが環境に与える影響などの技術的検討を行

う「初期レビュー」が実施され、その結果、シブトリンの有害性が確認されたので、MEPC に対し、

より広範な観点からの検討を行う「包括的レビュー」の実施が勧告された。 


